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Background Insight

のれんの非償却の導入をASBJの新規テーマとして
提言すべきかが、基準諮問会議で審議される
2025年11月17日に開催された企業会計基準諮問会議において、のれんの非償却の導入を企業会計
基準委員会（ASBJ）の新規テーマとして提言すべきかが審議されたものの結論は出されず、次回
の基準諮問会議で審議を継続することとなりました。

 2025年11月17日に開催された企業会計基準諮問会議において、のれんの非償却の導
入をASBJの新規テーマとして提言すべきかが審議されました。

 審議のなかでは、ASBJが行った、のれんの非償却の導入に係る意見聴取の状況につ
いても報告が行われました。

 ASBJへのテーマ提言を行うべきかに関する意思決定は行われておらず、次回の基準
諮問会議（2026年3月）において方向性が示される見通しとなりました。

News

今回の基準諮問会議では意思決定が行
われませんでしたが、次回の基準諮問
会議でASBJに対して新規テーマとする
よう提言すべきとされた場合、ASBJは
のれんの非償却の導入に関するプロ
ジェクトを開始することが想定されま
す。

その場合でも、実際にのれんの非償却
を導入するか否かはASBJでの審議次第
ということになりますが、多くの日本
企業に重要な影響が生じるテーマであ
るため、要注目です。

日本の現行基準では、のれんは20年以
内で償却されます。しかし、2025年3月
の規制改革推進会議スタートアップ・
イノベーション促進ワーキング・グ
ループにおいて、現状の償却処理には
いくつか課題があるという意見が示さ
れました。この意見を受け、IFRS®会計
基準と同様に、のれんを非償却とする
会計基準の見直しをASBJの新規テーマ
とするよう提言すべきという提案が
あったことから、基準諮問会議で審議
が進められています。

のれんの非償却 企業結合 スタートアップ
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1. 基準諮問会議によるASBJへの審議テーマの提言の仕組み

わが国の企業会計基準は、ASBJの審議を通じて開発が行われています。

ASBJの審議テーマ、優先順位等を含むASBJの審議・運営に関する事項につ
いては、ASBJと同様に公益財団法人 財務会計基準機構（FASF）内に設置さ
れた組織である、企業会計基準諮問会議（以下「基準諮問会議」という）が
審議し、重要性又は緊急性の高いものについてASBJに提言を行う役割を担う
こととされています。

2. のれんの非償却の導入に係る新規テーマ案の概要

2025年3月に開催された、規制改革推進会議（内閣府設置法第37条第2項に基
づき設置された審議会）スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・
グループの議論のなかでは、のれんを20年以内で償却するという日本の現行
基準には、IFRS会計基準及び米国会計基準など、のれんは非償却とする国際
的潮流と合っていないなど、いくつかの問題点があるという指摘がされまし
た。

同ワーキング・グループでの議論を受けて、のれんの非償却の導入に係る新
規テーマ案が、公益社団法人経済同友会ほか12団体、スタートアップ有志35

社及び企業経営者有志138名によって基準諮問会議に提案されており、基準
諮問会議は2025年7月に開催された前回会議（第54回基準諮問会議）におい
て、この新規テーマ案の審議を行っています。

「のれんの非償却の導入に係る新規テーマ案」では、次の2点の提案がされて
います。

（1）のれんの非償却の導入（選択制）

のれんの償却と併せてのれんの非償却も認める選択制を適用する。

（2）のれん償却費の計上区分変更

現在、販売費及び一般管理費として営業費用に計上しているのれんの償
却費を営業外費用もしくは特別損失に計上する。

3. これまでの検討状況と11月17日の基準諮問会議での審議

（1）前回、第54回基準諮問会議（2025年7月）での審議内容

2025年7月に開催された第54回基準諮問会議では、のれんの非償却及びのれ
んの償却費の計上区分について、提案により会計基準として改善が見込まれ
るかどうか、まずスタートアップの関係者の意見聴取をASBJに依頼すること
とされました。また、それらをとりまとめて、第55回基準諮問会議において
より幅広い関係者の意見聴取が必要かどうかを検討することとされました。
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（2）ASBJで行われた意見聴取の概要

上記の依頼を受け、ASBJは2025年8月から11月にかけて、多様な属性の関係
者（学識経験者、財務諸表作成者、財務諸表利用者、監査人）を対象として6

回の意見聴取を行っています。

（3）今回、第55回基準諮問会議（2025年11月17日）での審議内容

2025年11月17日に開催された第55回基準諮問会議では、上記のASBJによる
意見聴取について、これまで実施してきた範囲で十分か（追加的な公聴会の
開催が必要か）という点が検討され、また、仮にのれんの非償却を導入する
場合の実務上の影響について、会社法上の取扱いや税務上の取扱いなどを基
準諮問会議事務局が調査（追加で情報収集）する必要性などについても検討
されました。

今後、基準諮問会議事務局が会計基準の改善につながるかどうかの観点から
分析を行ったうえで、2026年3月に開催される次回の基準諮問会議において
本テーマに関する方向性に係る提案を示し、基準諮問会議で審議することと
されました。次回の基準諮問会議では、以下の点を含め、審議が行われるこ
とが想定されています。

（ⅰ）会計基準の見直し・開発

①見直しの対象となる会計基準の種類及び範囲

② ASBJによる会計基準の見直し・開発に必要と考えられる期間

③会計基準確定後の周知、企業側での準備に必要と考えられる期間

④上記を踏まえ想定される最も早い強制適用時期

（ⅱ）関連法制との関係

①会社法との関係

②税法との関係

（ⅲ）単体財務諸表にも適用されることの影響
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